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栃 木 県 訓 令 第 十 三 号

本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 九 月 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 美 術 館 の 部 及 び 博 物 館 の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

美術館美術館に４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

勤務する均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

職員間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長が

する める 45分まで又は午前９時か定める。 。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

博物館博物館に４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

勤務する均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

職員間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長が

する める 45分まで又は午前９時か定める。 。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

別 表 危 機 管 理 課 の 部 を 削 り 、 同 表 消 防 防 災 課 の 部 及 び と ち ぎ 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 部 を 次 の よ う に 改 め

る 。

消防防航空消防４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５午後０時から

災課防災業務均して１週８日とし業 時15分までただし所午後１時まで、 。 、

に従事す間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応、

る職員時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時

する める 45分まで又は午前９時か。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

とちぎとちぎ男４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

男女共女共同参均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

同参画画セン間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

センタに勤時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長がー

タ務する職する める 45分まで又は午前９時か定めるー 。 。 。

員 ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

附 則
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本 庁

出 先 機 関

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 三 年 九 月 十 五 日

栃 木 県 知 事 福 田 富 一

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

栃 木 県 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 三 十 九 年 栃 木 県 訓 令 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

別 表 美 術 館 の 部 及 び 博 物 館 の 部 を 次 の よ う に 改 め る 。

美術館美術館に４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

勤務する均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

職員間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長が

する める 45分まで又は午前９時か定める。 。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

博物館博物館に４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

勤務する均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

職員間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長が

する める 45分まで又は午前９時か定める。 。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

別 表 危 機 管 理 課 の 部 を 削 り 、 同 表 消 防 防 災 課 の 部 及 び と ち ぎ 男 女 共 同 参 画 セ ン タ ー の 部 を 次 の よ う に 改 め

る 。

消防防航空消防４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５午後０時から

災課防災業務均して１週８日とし業 時15分までただし所午後１時まで、 。 、

に従事す間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応、

る職員時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時

する める 45分まで又は午前９時か。 。

ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

とちぎとちぎ男４週間を平４週間につき日勤 午前８時30分から午後５１時間とし、

男女共女共同参均して１週８日とし業 時15分までただし所その時限は、 。 、 、

同参画画セン間当たり38 務の実情に応 属長は業務の実情に応業務の実情に、

センタに勤時間45分とじ所属長が定 じ午前８時から午後４時応じ所属長がー

タ務する職する める 45分まで又は午前９時か定めるー 。 。 。

員 ら午後５時45分までの時

間帯に割り振ることがで

きる。

附 則

こ の 訓 令 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ 人 事 課 ）


